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  （ 公 印 省 略 ）  

 

 

林業信用保証業務細則第 17 条第３項の規定に基づき 

連帯保証人を立てることを免ずる保証の取扱要領の変更について 

 

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
当信用基金の林業信用保証業務につきましては、平素より格別の御協力を賜

り厚く御礼申し上げます。 

さて、当信用基金では、「林業信用保証業務細則第 17 条第３項の規定に基づ

き連帯保証人を立てることを免ずる保証の取扱要領」の一部を別紙新旧対照表

のとおり変更しましたので、お知らせいたします。 

なお、一部変更後の「林業信用保証業務細則第 17 条第３項の規定に基づき連

帯保証人を立てることを免ずる保証の取扱要領」は、当信用基金のホームペー

ジ（https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/jigyousya/kiteirui.html）に掲載

いたします。 
 

敬白 

 

担当：林業信用保証業務部 本間、髙橋 
   電話：03-3434-7826・7827 
   E-mail： rinhoshou@jaffic.go.jp 
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林業信用保証業務細則第 17 条第３項の規定に基づき連帯保証人を立てることを免ずる保証の取扱要領 

（平成 27年３月 26日独信基 304 平成 26 年度第 299 号） 

新旧対照表 

 

変更後 変更前 

 

２ 保証の対象者 

  細則第３条に規定する者であって、次の要件を全て満たす法人とする。

当該要件の充足の可否の判断に当たっては、３の提出書類に基づいて行う

ものとする。 

 (1)・(2)  （略） 

  (3) 適時適切に財務情報等が提供されていること 

 (4) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 

ア 申込融資機関との連携により連帯保証人を不要とすることができ

る場合であって、次の要件を全て満たしていること 

① 申込融資機関が、プロパー融資について、連帯保証人を不要とし、

担保による保全が図られていない融資残高があること（若しくは同

じタイミングで上記と同内容の融資を行うこと） 

② 直近決算期において債務超過でないことかつ直近２期の決算期

において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと 

③ 返済緩和している借入金がないこと 

イ  直近決算期において次の財務要件を全て満たしていること 

   ① 自己資本比率 20％以上 

   ② ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率 10倍以内 

③ 経常利益率３％以上 

   ④ 返済緩和している借入金がないこと 

  ウ 法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が

図られていること 

  エ 個別の事案において、連帯保証人を不要として取り扱うことが適切

かつ合理的であると認められること 

 

 

２ 保証の対象者 

  細則第３条に規定する者であって、次の要件をすべて満たす法人とす

る。当該要件の充足の可否の判断にあたっては、７の提出書類に基づいて

行うものとする。 

 (1)・(2)  （略） 

  (3) 適時適切に財務状況等が提供されていること 

 (4) 次の財務要件を満たしていること 

  ア 無担保無保証人の場合 

    以下の①を充足し、かつ②又は③の少なくとも１項目を充足するこ 

   と 

 

 

 

 

 

イ 有担保無保証人の場合 

  以下の①～③の項目のうち１項目以上を充足すること 

  ① 自己資本比率２０％以上 

  ② 使用総資本事業利益率１０％以上 

  ③ インタレスト・ガバレッジ・レーシオ２.０倍以上 
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（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

（削る。） 

 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

  

３ 保証に係る資金の種類 

細則第５条第１項各号に掲げる資金であって、融資機関が行う独自の融

資（次の要件をすべて満たすものに限る。当該要件の充足の可否の判断に

あたっては、７の提出書類に基づいて行うものとする。）との協調融資に

係るものとする。 

 (1) 無保証人融資であること 

 (2) ２(4)アの無担保無保証人の要件を満たす場合は、無担保融資である

こと 

 (3) (1)及び(2)のほか、保証付融資と同じ貸付期間及び償還方法であるこ 

 と 

 (4) 保証付融資の６０％以上の割合の融資額であること（保証付融資に係

る保証割合が１００％の場合は、保証付融資の１００％以上の割合の融

資額であること） 

 

４ 担保 

  ２(4)イの有担保保証の場合において、担保は保全の充足が図られる不

動産等とするものとする。 

 

５ 保証形式 

普通保証とする。 

 

６ 融資機関からの報告 

(1) 独立行政法人農林漁業信用基金（以下「基金」という。）は、融資機関

に対して被保証者の決算ごとに２(1)～(4)に掲げる要件の充足状況に

ついて報告を求めるものとする。 

(2) 基金は、３の融資機関が行う独自の融資に求められる要件の充足状況

に変化があった場合には、融資機関に対して速やかに報告を求めるもの

とする。 

 

７ （略） 
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４ その他 

 (1) 本要領に定める無保証人保証の取扱いに当たって、本要領に定めのな

い事項については、独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」

という。）の諸規定（連帯保証人及び担保の徴求に係る規定を除く。）に

よるものとする。 

 (2) 個人から無保証人保証の依頼があった場合は、別に定めがある場合を

除き、１から４(1)までの定めに準じることとし、その適用については

個別に判断するものとする。 

 (3) ２の保証の対象者に該当する場合であっても、連帯保証人を立てるこ

とを免ずる保証の諾否は、信用基金の審査の上決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ その他 

 (1) 本要領に定める無保証人保証の取扱いにあたって、本要領に定めのな

い事項については、基金の諸規定（連帯保証人及び担保の徴求に係る規

定を除く。）によるものとする。 

 

 (2) 個人から無保証人保証の依頼があった場合は、別に定めがある場合を

除き、１から８(1)までの定めに準じることとし、その適用については

個別に判断するものとする。 

（新設） 
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別紙 
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（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ 
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（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式２ 
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（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式３ 

 
                                  

   附 則 

この要領の変更は、令和７年４月１日から実施する。 


